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処分基準（不利益処分関係） 

 

資料番号 ３ 担当課 
地方局地域福

祉課 

法令名 児童福祉法 根拠条項 

第24条の17、

第33条の18第

6項  

不利益処

分の種類 

指定障害児入所施設の指定の

取消し 

（根拠規定） 
○児童福祉法（昭和22年12月12日法律第164号） 

〔指定の取消し〕 
第二十四条の十七 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該

指定障害児入所施設に係る第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてそ
の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 
一 指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の九第三項において準用する第二十一条

の五の十五第三項第四号から第五号の二まで、第十三号又は第十四号のいずれかに該当
するに至つたとき。 

二 指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十一第三項の規定に違反したと認めら
れるとき。 

三 指定障害児入所施設の設置者が、当該指定障害児入所施設の従業者の知識若しくは技
能又は人員について、第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準を満たす
ことができなくなつたとき。 

四 指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める
指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設
の運営をすることができなくなつたとき。 

五 障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の請求に関し
不正があつたとき。 

六 指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長その他の従業者（次号
において「指定入所施設設置者等」という。）が、第二十四条の十五第一項の規定により
報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚
偽の報告をしたとき。 

七 指定入所施設設置者等が、第二十四条の十五第一項の規定により出頭を求められてこ
れに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は
同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、
当該指定障害児入所施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止する
ため、当該指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長が相当の注意
及び監督を尽くしたときを除く。 

八 指定障害児入所施設の設置者が、不正の手段により第二十四条の二第一項の指定を受
けたとき。 

九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この法律その他国民の
保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令
若しくは処分に違反したとき。 

十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、障害児入所支援に関し
不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

十一 指定障害児入所施設の設置者が法人である場合において、その役員又は当該指定障
害児入所施設の長のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をし
ようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者
があるとき。 

十二 指定障害児入所施設の設置者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消
し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入
所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

 



第八節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表 
第三十三条の十八 指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者並びに指定障害児
入所施設等の設置者（以下この条において「対象事業者」という。）は、指定通所支援、指定障害
児相談支援又は指定入所支援（以下この条において「情報公表対象支援」という。）の提供を開始
しようとするとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
情報公表対象支援情報（その提供する情報公表対象支援の内容及び情報公表対象支援を提供する
事業者又は施設の運営状況に関する情報であつて、情報公表対象支援を利用し、又は利用しよう
とする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会を確保するために
公表されることが適当なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。第八項において同じ。）を、
当該情報公表対象支援を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなけ
ればならない。 
② （省略） 
③ 都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第一項の規
定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者
に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。 
④ 都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事
業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを
命ずることができる。 
⑤ （省略） 
⑥ 都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者が第四項の規
定による命令に従わないときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の指定
を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 
⑦～⑧ （省略） 
 
 
（処分基準） 
○愛媛県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成 24 年 10
月23日条例第52号） （略） 
○愛媛県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則（平成
25年３月26日規則第26号） （略） 
 
○愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年10月23日条例第49
号） （略） 
○愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成25年３月19
日規則第18号） （略） 

 


